
議案第１号 
 

 

令和５(2023)年度国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

補正予算（第５号）（案）説明資料 

 

【 歳 出 】 

２款 保険給付費  

保険給付費 22,750 千円の増額は、高額療養費、葬祭費の今年度の決算見込を推計した結

果、不足が見込まれることから増額措置するものです。 

 

５款 基金積立金 

  基金積立金 104,293 千円の増額は、歳入歳出の均衡を図るため、余剰金を基金へ積み立

てるため増額措置するものです。 

 

 

【 歳 入 】 

４款 県支出金 

県支出金 22,000 千円の増額は、歳出２款で説明した高額療養費の財源として、県から全

額交付される保険給付費等交付金を増額措置するものです。 

 

６款 繰入金 

  ①「１保険基盤安定繰入金」28,141 千円の増額は、今年度の繰入額が確定したことに伴

い、予算額を上回る分を増額措置するものです。 

  ②「７未就学児均等割保険税繰入金」69 千円の増額は、今年度の繰入額が確定したこと

に伴い、予算額を上回る分を増額措置するものです。 

 

７款 繰越金 

繰越金 76,833 千円の増額は、歳出２款保険給付費で説明した葬祭費を繰越金から支出す

ること、残りは予算化されていなかった前年度繰越金を全額予算化するため増額措置するも

のです。 
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歳　入 （単位：千円） 歳　出 （単位：千円）

補正前予算額 補正額 補正後予算額 補正前予算額 補正額 補正後予算額
１款　国民健康保険税 １款　総務費 158,038 158,038

一般被保険者分 1,175,395 0 1,175,395 ２款　保険給付費
  ・医療給付費分 757,214 757,214 一般被保険者分
　・後期高齢者支援金分 323,315 323,315 　・療養給付費 5,416,737 5,416,737
　・介護納付金分 94,866 94,866 　・療養費 23,012 23,012
退職被保険者等分 750 750 　・高額療養費 856,022 22,000 878,022
  ・医療給付費分 450 450 　・高額介護合算療養費 399 399
　・後期高齢者支援金分 150 150 　・移送費 10 10
　・介護納付金分 150 150 （小計） 6,296,180 22,000 6,318,180

（計） 1,176,145 0 1,176,145 　・出産育児一時金 12,500 12,500
２款　使用料及び手数料 1 1 　・出産育児一時金支払手数料 6 6
３款　国庫支出金 　・葬祭費 8,000 750 8,750

災害臨時特例補助金 1 1 　・傷病手当金 875 875
（計） 1 0 1 （小計） 21,381 22,750 22,131

４款　県支出金 退職被保険者等分
保険給付費等交付金（普通交付金） 6,308,262 22,000 6,330,262 　・療養給付費 90 90
保険給付費等交付金（特別交付金） 207,259 0 207,259 　・療養費 40 40
　・保険者努力支援分 41,587 41,587 　・高額療養費 230 230
　・特別調整交付金分 110,917 110,917 　・高額介護合算療養費 1 1
　・県繰入金 23,629 23,629 　・移送費 1 1
　・特定健康診査等負担金 31,126 31,126 （小計） 362 0 362
財政安定化基金交付金 1 1 審査支払手数料 11,720 11,720

（計） 6,515,522 22,000 6,537,522 （計） 6,329,643 22,750 6,352,393
2,456 2,456 ３款　国民健康保険事業費納付金

　・医療給付費分 1,154,251 1,154,251
一般会計(1～8の計) 863,776 28,210 891,986 　・後期高齢者支援金等分 463,681 463,681
1保険基盤安定 373,930 28,141 402,071 　・介護納付金分 119,051 119,051
2職員給与費等 149,513 149,513 （計） 1,736,983 0 1,736,983
3出産育児一時金等 8,458 8,458 ４款　保健事業費 122,167 122,167
4財政安定化支援 129,990 129,990 ５款　基金積立金 22,456 104,293 126,749
5その他 200,682 0 200,682 ６款　諸支出金
  (1)事業勘定分 0 0 償還金及び還付加算金 38,647 38,647
  (2)直診勘定分 200,682 200,682 直診勘定繰出金 228,019 228,019
6社会保障・税番号制度システム整備費繰入金 0 0 延滞金 904 904
7未就学児均等割保険税繰入金 1,126 69 1,195 （計） 267,570 0 267,570
8産前産後保険税繰入金 77 77 ７款　予備費 10,000 10,000
基金繰入金 0 0 8,646,857 127,043 8,773,900

（計） 863,776 28,210 891,986
37,938 76,833 114,771

（単位：千円）
延滞金加算金等 23,053 23,053
雑入 27,965 27,965 基金残額（R5.７.31現在） 1,444,701

（計） 51,018 0 51,018 基金繰入金 （歳入6款） 0
8,646,857 127,043 8,773,900 基金積立金 0

基金残額 1,444,701

　　　　　令和5（2023）年度国民健康保険事業特別会計（事業勘定）　　　　　

補正予算（第5号）（案）

科　　目

５款　財産収入
６款　繰入金

国民健康保険財政調整基金

７款　繰越金

科　　目

８款　諸収入

合　　計

合　　計
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議案第２号 
 

 

令和５（２０２３）年度国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定） 

補正予算（第５号）（案）説明資料 

 

【 歳 出 】 

２款 医業費 

  医薬品衛生材料費 11,200 千円の減額は、各診療所の決算見込を精査したことにより減額

措置するものです。  

 

 

【 歳 入 】 

１款 診療収入 

  診療収入 11,200 千円の減額は、各診療所の歳入見込を精査したことにより減額措置する

ものです。 
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令和５（2023）年度国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）　

　補　正　予　算　（第５号）（案）

歳　　　　入

（単位：千円）

補正前予算額 補正額 補正後予算額

１款　診療収入

外来　国保診療報酬収入 22,500 △ 800 21,700

外来　社保診療報酬収入 7,200 7,200

外来　後期高齢診療報酬収入 85,400 △ 9,900 75,500

外来　その他の診療報酬収入 1,250 1,250

外来　一部負担金　 19,060 △ 500 18,560

外来　介護報酬収入　 500 500

その他診療報酬収入（諸検査） 3,606 3,606

　　（計） 139,516 △ 11,200 128,316

２款　使用料及び手数料

施設使用料 3 3

文書料 211 211

手数料 4 4

　　（計） 218 0 218

３款　寄附金 4 4

４款　繰入金 228,019 228,019

５款　繰越金 4 4

６款　諸収入 5,702 5,702

373,463 △ 11,200 362,263

歳　　　　出

（単位：千円）

　　科　　目 補正前予算額 補正額 補正後予算額

１款　総務費

一般管理費 291,589 291,589

連合会負担金 94 94

研究研修費 1,241 1,241

　　（計） 292,924 0 292,924

２款　医業費

医療用器材器具費 8,298 8,298

医療用消耗器材費 6,045 6,045

医薬品衛生材料費 65,196 △ 11,200 53,996

　　（計） 79,539 △ 11,200 68,339

３款　予備費 1,000 1,000

373,463 △ 11,200 362,263　合　計

　合　計

科　　　目
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国民健康保険料（税）における水準統一の方向性 

及び税率の据置（案）について 

 

 国民健康保険のしくみは、平成３０（２０１８）年度から県単位化となったこと

から県が財政運営の責任主体となりました。この度、新潟県から新年度における標

準保険料率及び納付金の仮算定が令和５（２０２３）年１２月４日に、また、本算

定（速報値）が令和６（２０２４）年１月５日に示され、税率改正の検討を行いま

した。 

 一方、国民健康保険税（料）の将来的な完全統一に向け、新潟県においては納付

金ベースの統一を令和７（２０２５）年度から段階的にすすめる方向で各市町村と

協議を進めてきましたが、離島を抱えているなど医療費水準の格差が大きいこと

から全市町村の合意が得られませんでした。 

 今後、新潟県は可能な限り早い時期に合意が得られるよう協議を進める方針で

すが、柏崎市は従来通り新潟県が示す保険料（税）水準統一について、合意するこ

とと考えています。 

 これらを勘案して、今後の柏崎市の国民健康保険事業特別会計（事業勘定）の収

支状況の見通しから、令和６（２０２４）年度の柏崎市における当該保険税率は現

行税率のまま据え置きとします。 

 

令和５（２０２３）年度現行税率  

 令和６（２０２４）年度税制改正大綱により後期高齢者支援金等課税額（以下

「支援」という）に係る賦課限度額が見直されます（※1）。 

（単位：所得割 ％、ほか 円） 

 医療 支援 介護 

所得割 6.15 2.77 2.50 

均等割 18,400 7,600 14,000 

平等割 20,200 8,700 - 

賦課限度額 650,000 

220,000 

→240,000 

（※1） 

170,000 

 

議案第３号 
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令和６（２０２４）年度国民健康保険事業運営方針（案） 
 

 国民健康保険事業の適正かつ安定した運営の確保を図るために、法令に基づく適正な事業運営

の実施及び保険財政の健全化を推進することを主眼として、次のとおり重点事項を定め、事業を

実施する。 

 

１ 収納率向上対策の推進 

国民健康保険加入者の国民健康保険税の負担公平を図る観点から、国民健康保険税の滞納

世帯に対する実効的な対策を講じ、引き続き滞納世帯の解消に努める。 

   なお、実施に当たっては、個々の滞納者の生活実態等（滞納の状況、滞納の期間、収入の

状況、世帯状況等）を的確に把握したうえで、きめ細かく対応する。 

過去５年間の前年の収納率に対する平均伸び率は、現年課税分が０．４％、滞納繰越分は

１．９％となっている。 

令和６年度（２０２４年度）の収納率目標は、現年課税分については令和４年度（２０２

２年度）の実績に収納率の平均伸び率（０．４％）から９７．１％とし、滞納繰越分について

は令和４年度（２０２２年度）の実績に収納率の平均伸び率（１．９％）から２１．３％とす

る。 

                  

(1) 口座振替による納付の推進 

国保加入時や納税通知書の送付時等の機会を活用し、口座振替による納付の推進を行う。 

議案第４号 
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(2) 納税相談の実施 

   国民健康保険税を滞納している世帯に対しては、納付状況等に応じて普通証のほか、資格

証※を交付する。 

   なお、納税相談の機会が持てるように一年を通して納税催告を行い、現年のうちに納税を

してもらい、滞納繰越させないようにする。 

※国民健康保険に加入していることの証明証 

 

(3) 滞納処分の強化 

滞納者の財産調査を行い確認でき次第、厳正な滞納処分を行うことで、本人の納税意識を

向上させ自主納付につながるように努める。 

  

 

２ 令和７年度（２０２５年度）の国民健康保険税の税率決定 

令和７年度（２０２５年度）の国民健康保険税率は、県から示される令和７年度（２０２

５年度）の標準保険料率を参考に、令和６年度（２０２４年度）の国民健康保険税率と比較

した上で税率改正の要否を決定し、国民健康保険事業の安定かつ健全な事業運営の確保を目

指す。 

  

 

３ 医療費の適正化に向けた取組 

(1) 第３期データヘルス計画（令和６(2024)年度～令和 11(2029)年度）の推進 

令和６(2024)年度を初年度とする第３期データヘルス計画を策定し、国民健康保険被保険

者の健康の保持増進、生活の質（ＱＯＬ）の維持及び向上を目指した保健事業を実施するこ

とで、医療費の適正化を推進します。 

 

(2) 第４期特定健康診査等実施計画（令和６(2024)年度～令和 11(2029)年度）に 

基づく受診率・特定保健指導実施率の向上 

特定健康診査の受診率は５１．７％以上、特定保健指導の実施率は４６．６％以上を目標

とする。 

特定健康診査の受診率向上対策として、ハガキによる受診勧奨や、３９歳・４０歳・５０

歳の被保険者の自己負担金を無料とするなど、受診を促す対策を実施する。 

特定保健指導の実施率向上対策として、集団健診会場での特定保健指導に向けた面接の実

施、案内チラシや電話での利用勧奨、第４期から導入されるアウトカム評価に対応した支援

など実施率向上に向けた対策を実施する。 
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(3) 後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進 

後発医薬品（ジェネリック医薬品）は、先発医薬品に比べて安価かつ治療効果が同程度の

ものであることから、被保険者に後発医薬品を使用した場合の自己負担額の差額を通知し、

使用促進につなげることで、医療費上昇の抑制を図る。 

また、『広報かしわざき』への保健事業の紹介記事の掲載や、国民健康保険加入時や保険

証年次更新（８月）の際に、保険証に貼ることのできる「後発医薬品希望シール」を配布す

ることで、使用促進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 医療費通知の実施 

医療費の削減や適正受診に対する意識を高めるために、被保険者自身の診療等に支払った 

医療費を被保険者へ通知する。 
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４ 保険給付の適正化のための取組 

(1) レセプト点検体制の充実 

電子化されたレセプトについて、引き続き効率的な縦覧点検を実施することにより、更な

る医療費適正化に努める。 

(2) 第三者行為に係る事故等の発見と届出の周知 

レセプトの縦覧点検と並行して第三者行為の疑いのある事故等の発見に努めるとともに 

発生した場合の被害届の提出など、『広報かしわざき』や市のホームページ、保険証年次更

新（８月）の際に同封する『国保ガイド』で被保険者への周知を図り、適正な医療給付の執

行に努める。 

 

５ 資格適用適正化の推進 

(1) 国民健康保険加入者の資格確認 

   医療保険の重複加入・加入漏れを防ぐため、納税通知書送付時及び滞納世帯への「保険証・ 

資格証」等送付時に「加入保険を確認するための書類」を同封し、必要な手続きを速やかに

行うよう促す。 

(2) 被用者保険加入の国保被保険者に対する資格適用適正化 

健康保険（被用者保険）加入者のうちの国保の資格を保持したままとなっている者に対し

て、年金加入情報やオンライン資格確認の情報活用による国保資格の喪失勧奨を行う。 

(3) 被保険者に対する情報提供・年金事務所との連携 

事業所に勤務し、本来は健康保険（被用者保険）や厚生年金に加入すべきところ、国民健

康保険や国民年金に加入したままとなっている被保険者がいることから、国の通知に基づき、

国民健康保険の被保険者資格の適正な管理を促進するために、被保険者に対する情報提供・

確認票の送付をはじめとして、年金事務所と連携した資格確認事務を実施する。  

 

６ 国民健康保険制度の周知 

(1) 納税通知書送付や保険証の年次更新時に、制度周知用の『国保ガイド』やリーフレットを

同封する。また、窓口での国民健康保険加入時の説明とあわせ、周知用資料として交付する。 

(2) 毎年掲載している『広報かしわざき』及び市のホームページを活用し周知する。 

 

７ 県単位化後の国保事業の円滑な執行 

   県単位化後の事務処理を引き続き適切に行うために県連携会議への参加や県・他市町村と

緊密な連携を図るほか、当市の国保事業の実態を考慮した上で国保連合会の共同事業への参

加を積極的に進め、国保事業の円滑な執行を推進する。 
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議案第５号 

令和６(202４)年度国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

当初予算（案）説明資料 

 

 令和６（２０２４）年度の国民健康保険事業特別会計（事業勘定）の総額は８４億７，

７３４万５千円となり、前年度に対して１億１，６６８万円減（１．４％減）となりま

す。 

 各科目において減額傾向となりますが、これは令和４（２０２２）年度から団塊の世

代が後期高齢者へ移行していること、政府が掲げる勤労者皆保険による短時間労働者の

社会保険適用拡大による、被保険者数の減少が大きいと考えられます。 

 

１ 国民健康保険税（歳入） 

  国民健康保険税は現行税率を据え置いたうえで算定しました。また、被保険者数の

減少や令和４（２０２２）年度の収納率（医療分・後期支援分９６．８％、介護分９

４．８％）を参考に算定も行いました。 

  これらの結果、国民健康保険税の収入総額は、１１億６，６０１万９千円となり前

年度に対して１，０２０万３千円減（０．９％減）となりました。 

 

２ 保健給付費（歳出） 

  過去の給付費の伸び率や医療の高度化などを考慮し算定しました。結果、６２億４，

８６１万６千円となり前年度に対して８，１０２万７千円減（１．３％減）となりま

した。なお、出産育児一時金、葬祭費、傷病手当金を除く保険給付は県から普通交付

金として全額交付されます。 

 

３ 国民健康保険事業費納付金（歳出） 

  県へ納める国民健康保険事業納付金は、令和６（２０２４）年１月５日に県から示

された「本算定数値」の結果を元に計上しました。結果、１７億３，２１３万２千円

となり前年度に対して４８５万円１千円減（０．３％減）となりました。 
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歳　入 歳入の主な概略

当初予算額 増減額 対比

1,166,019 1,176,222 △ 10,203 99.1%

【一般被保険者分】 - 1,175,472 - -

・医療給付費分 745,814 757,265 △ 11,451 98.5% 現年度分 704,414 　滞繰分 41,400

・後期高齢者支援金分 318,406 323,337 △ 4,931 98.5% 〃 304,306 〃 14,100

・介護納付金分 101,799 94,870 6,929 107.3% 〃 93,699 〃 8,100

【退職被保険者等分】 - 750 - -

【・医療給付費分】 - 450 - -

【・後期高齢者支援金分】 - 150 - -

【・介護納付金分】 - 150 - -

1 1 0 100.0%

2,058 1 2,057 -

災害臨時特例補助金 1 1 0 100.0%

社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,057 0 2,057 -

6,438,057 6,515,522 △ 77,465 98.8%

保険給付費等交付金(普通交付金) 6,227,950 6,308,262 △ 80,312 98.7%

保険給付費等交付金(特別交付金) 210,106 207,259 2,847 101.4%

・保険者努力支援分 47,573 41,587 5,986 114.4%

・特別調整交付金分 107,073 110,917 △ 3,844 96.5%

・県繰入金 24,560 23,629 931 103.9%

・特定健康診査等負担金 30,900 31,126 △ 226 99.3%

財政安定化基金交付金 1 1 0 100.0%

2,782 2,456 326 113.3%

831,919 848,804 △ 16,885 98.0%

一般会計繰入金①～⑦の計 831,919 848,804 △ 16,885 98.0%

 ①保険基盤安定 347,415 373,930 △ 26,515 92.9%

 ②職員給与費等 146,513 147,599 △ 1,086 99.3%

 ③出産育児金等 8,333 8,458 △ 125 98.5%

 ④財政安定化支援 130,890 129,990 900 100.7%

 ⑤直診勘定分 197,124 187,701 9,423 105.0%

 ⑥未就学児均等割保険税 1,188 1,126 62 105.5%

 ⑦産前産後保険税 456 0 456 -

基金繰入金 0 0 0 -

1 1 0 100.0%

36,508 51,018 △ 14,510 71.6%

延滞金加算金等 29,053 23,053 6,000 126.0%

雑入 7,455 27,965 △ 20,510 26.7%

　合　　計 8,477,345 8,594,025 △ 116,680 98.6%

１款 国⺠健康保険税
 国⺠健康保険税は、税率を据え置いて算定した結果、前年度に対して１，０２０万３千円減
（０．９％減）の１１億６，６０１万９千円を計上しました。

２款 使用料及び手数料
 使用料及び手数料は、国⺠健康保険加入者証明手数料であります。

３款 国庫支出金
 国庫支出金の災害臨時特例補助金は、東日本大震災等で被災した方の保険税減免分及び一部負
担金分を国が補填してくれるものです。

４款 県支出金
 普通交付金は、歳出２款の保険給付に係る費用のうち、出産育児一時金、葬祭費、傷病手当金
を除く費用を全額県が交付します。前年度に対して８，０３１万２千円減（１．３％減）の６２
億２，７９５万円を計上しました。
 特別交付金は、保険者のインセンティブによる保険者努力支援分や市町村の個別の事情により
交付される特別調整交付金、特定健康診査に係る費用を国・県が１／３ずつ交付する特定健康診
査等負担金があります。前年度に対して２８４万７千円増（１．４％増）の２億１，０１０万６
千円を計上しました。

５款 財産収入
 財産収入は、基金の運用利子収入分であります。

６款 繰入金
 繰入金は、前年度に対して１，６８８万５千円減（２．０％減）の８億３，１９１万９千円を
計上しました。被保険者数の減少に伴う各項目の予算が縮小していることが減額の主な要因とな
ります。

７款 繰越金
 繰越金は、令和５（２０２３）年度決算の余剰金となります。

８款 諸収入
 諸収入は、国⺠健康保険税の延滞金や第三者⾏為納付金であります。

令和６年度（２０２４年度）国民健康保険事業特別会計（事業勘定）当初予算（案） 

令和6（2024）年２月７日

（単位：千円）

科　目
令和６年度

（2024年度）
当初予算額

令和５年度（2023年度）
当初予算額との比較

備　　　　考

1款　国民健康保険税 

現年度分収納率
(医療96.8%・支援96.8%・介護94.8％)

令和５年度をもって退職者医療制度が廃止となり一般被保
険者と退職被保険者の区別がなくなった。
【】カッコにおいて令和６年度以降は要求しない。

2款　使用料及び手数料 証明手数料（国保加入者証明書）

3款　国庫支出金

東日本大震災等で被災した方の保険税や一部負担金の減免
分を国が交付補填する
マイナンバーと健康保険証一体化に向けたシステム改修等
事業

4款　県支出金

①から⑦が法定繰入分

２款保険給付費(出産育児一時金・葬祭費を除く)の全額を
県が交付

保険者努力支援制度(保険者へのインセンティブ制度)によ
る交付金

県を通して交付される国からの特別調整交付金

保険者努力支援制度の評価項目に対する経費を支援

特定健診費用の一部負担金の2/3(国1/3・県1/3)

災害等特別な事情により税収不足が生じた場合1/2を県が
交付

5款　財産収入 国保財政調整基金利子

6款　繰入金

7款　繰越金

8款　諸収入

保険税軽減相当額分＋保険者支援分

国保係、税務課納税係の人件費及び事務費他

出産育児一時金の2/3相当額

一般会計への地方交付税算入のうち国保相当分

診療所の直診勘定会計への繰入金

未就学児の均等割5割軽減相当額

保険税延滞金他

第三者行為納付金、雇用保険料

産前産後期間(原則４か月間)金等割と所得割軽減相当額

国民健康保険財政調整基金の取り崩しによる繰入金
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歳　出 歳出の主な概略

当初予算額 増減額 対比

149,514 148,437 1,077 100.7%

6,248,616 6,329,643 △ 81,027 98.7%

【一般被保険者分】 - 6,296,180 - -

・療養給付費 5,316,757 5,416,757 △ 100,000 98.2%

・療養費 23,012 23,012 0 100.0%

・高額療養費 866,022 856,022 10,000 101.2%

・高額介護合算療養費 480 379 101 126.6%

・移送費 10 10 0 100.0%

【退職被保険者等分】 - 362 - -

【・療養給付費】 - 90 - -

【・療養費】 - 40 - -

【・高額療養費】 - 230 - -

【・高額介護合算療養費】 - 1 - -

【・移送費】 - 1 - -

・出産育児一時金 12,506 12,506 0 100.0%

・葬祭費 8,000 8,000 0 100.0%

・審査支払手数料 21,669 11,720 9,949 184.9%

・傷病手当金 160 875 △ 715 18.3%

1,732,132 1,736,983 △ 4,851 99.7%

・医療給付費分 1,152,986 1,154,251 △ 1,265 99.9% 現年分 過年度分 803

・後期高齢者支援金分 442,681 463,681 △ 21,000 95.5% 現年分 過年度分 278

・介護納付金分 136,465 119,051 17,414 114.6% 現年分

103,149 122,167 △ 19,018 84.4%

2,782 22,456 △ 19,674 12.4%

231,152 224,339 6,813 103.0%

償還金及び還付加算金 9,101 9,301 △ 200 97.8%

直診勘定繰出金 222,051 215,038 7,013 103.3%

10,000 10,000 0 100.0%

8,477,345 8,594,025 △ 116,680 98.6%

国⺠健康保険財政調整基⾦残⾼（単位：千円）
平成３０（２０１８）年度末
令和元（２０１９）年度末
令和２（２０２０）年度末
令和３（２０２１）年度末
令和４（２０２２）年度末

令和６年度（２０２４年度）国民健康保険事業特別会計（事業勘定）当初予算（案） 

令和6（2024）年２月７日

　（単位：千円）

　　科　　目
令和６年度

（2024年度）
当初予算額

令和５年度（2023年度）
当初予算額との比較

備　　　　考

1款　総務費 国保係、税務課納税係人件費他事務経費

2款　保険給付費

入院、外来、歯科、調剤費用額の保険者負担分

治療用装具、柔整、鍼灸他費用額の保険者負担分

高額医療費の保険者負担分

高額医療と高額介護の合算額が一定額を超えた場合に支給

患者移送費用

令和５年度をもって退職者医療制度が廃止となり一般被保
険者と退職被保険者の区別がなくなった。
【】カッコにおいて令和６年度以降は要求しない。

連合会へ支払うレセプト審査手数料等

コロナに感染した被保険者等に係る傷病手当金

3款　国民健康保険事業費納付金 県へ納付する当市に課せられた納付金

1,152,183

１款 総務費
 国⺠健康保険事業を運営するために必要な⼀般事務費（職員⼈件費、国保連合会負担⾦、国保
運営協議会費）であり、前年度に対して１０７万７千円増（０．７％増）の１億４，９５１万４
千円を計上しました。

２款 保険給付費
 ⼊院、外来、⻭科、調剤費⽤額、コルセット等の装置、⾼額医療費など保険者が負担するもの
であり、前年度に対して８，１０２万７千円減（１．３％減）の６２億４，８６１万６千円を計
上しました。

３款 国⺠健康保険事業費納付⾦
 前年度に対して４８５万１千円減（０．３％減）の１７億３，２１３万２千円を計上しまし
た。

４款 保健事業費
 特定健康診査、特定保健指導及び総合健診などに係る費⽤であり、前年度に対して１，９０１
万８千円減（１５．６％減）を計上しました。

５款 基⾦積立⾦
 国⺠健康保険の事業に要する費⽤に不⾜が⽣じた場合等の費⽤に充てるための基⾦であり、基
⾦利子分２７８万２千円を計上しました。

６款 諸支出⾦
 国⺠健康保険税を還付するための費⽤や直営診療施設勘定への繰り出すための費⽤であり、前
年度に対して６８１万３千円増（３．０％増）の２億３，１１５万２千円を計上しました。

７款 予備費
 昨年同様に１，０００万円を計上しました。

1,116,274

6款　諸支出金

保険税還付金他

野田、北条、高柳、高柳歯科診療所直診勘定会計への繰出
金

7款　予備費

442,403

136,465

4款　保健事業費 総合健診、特定健診のほか健康教室など

5款　基金積立金 国保財政調整基金の積立（利子含む）

1,215,243
1,294,063
1,294,830
1,444,701

合　　計
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議案第６号 
 

 

令和６(２０２４)年度国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定） 

当初予算（案）説明書 

 

中山間地域に位置する野田診療所、北条診療所、高柳診療所、高柳歯科診療所の４つの国

保診療所において、地域住民に対して安全・安心な医療を提供します。 

令和５（２０２３）年度は、新型コロナウイルスの位置づけが「５類」に移行したものの、

特例臨時接種期間が１年延長されたため、引き続きワクチン接種を実施したほか地域住民の

健康を守るべく対処することが出来ました。令和６（２０２４）年度も、引き続き適切な医

療の提供に努めて参ります。 

 

 

１ 北条診療所の診療体制を変更し、引き続き医療を提供します。 

北条診療所の医師が、柏崎市を退職して令和６（２０２４）年５月から市内扇町にて診

療所を開業することとなりました。退職後も非常勤嘱託医として、引き続き北条診療所で

診療いただけることとなりますが、対面診療時間については、月曜・水曜・金曜の午後（14：

00～15：30）及び火曜の午前（9：00～11：30）と減少しますが、新潟県の支援をいただ

きオンライン診療を活用するなど、今まで以上に効率的な診療を行い、患者の利便性を損

ねることなく診療を実施してまいります。 

   

 【支援内容】 

⑴ へき地におけるオンライン診療モデル事業 

対象経費 金額 経費上限額 補助割合 補助額 

遠隔聴診システム利用料 99 千円 
147 千円 1/2 73 千円 

スマートフォン利用料 120 千円 

⑵ へき地における遠隔医療事務モデル実証事業 

対象経費 金額 経費上限額 補助割合 補助額 

遠隔医療事務業務委託料 297 千円 
3,530 千円 1/2 252 千円 

電子カルテシステム利用料 207 千円 

 

２ 各診療所において、古い医療機器を順次更新しており、令和６年（２０２４）年度は高

柳歯科診療所に手術灯の購入を計画しています。 

 

３ 地域の人口減少が著しく、また高齢者の割合も高い地域にある診療所であることから、

外来だけでなく、訪問診療等の実施や地域包括支援センターなどの団体と連携しながら、

地域の高齢者支援、地域住民の健康づくりを推進します。 
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(単位：千円）
R６年度

（2024年度）
Ｒ５年度

（2023年度）

予 算 額 予 算 額
R６年度

（2024年度）
Ｒ５年度

（2023年度）
増減 対比

R６年度
（2024年度）

Ｒ５年度
（2023年度）

増減  対比　
R６年度

（2024年度）
Ｒ５年度

（2023年度）
増減 対比

R６年度
（2024年度）

Ｒ５年度
（2023年度）

増減 対比

128,316 139,516 -11,200 92.0% 35,810 38,510 -2,700 93.0% 29,800 37,900 -8,100 78.6% 47,300 47,700 -400 99.2% 15,406 15,406 0 100.0%

外来収入 124,810 135,910 -11,100 91.8% 34,310 37,010 -2,700 92.7% 29,100 37,200 -8,100 78.2% 46,000 46,300 -300 99.4% 15,400 15,400 0 100.0%

国保診療報酬収入 20,600 22,500 -1,900 91.6% 4,600 5,000 -400 92.0% 5,000 6,500 -1,500 76.9% 7,500 7,500 0 100.0% 3,500 3,500 0 100.0%

社保診療報酬収入 7,000 7,200 -200 97.2% 1,300 1,300 0 100.0% 1,700 1,800 -100 94.4% 2,000 2,100 -100 95.2% 2,000 2,000 0 100.0%

後期高齢診療報酬収入 78,000 85,400 -7,400 91.3% 23,000 25,000 -2,000 92.0% 18,000 23,400 -5,400 76.9% 30,000 30,000 0 100.0% 7,000 7,000 0 100.0%

その他の診療報酬収入 950 1,250 -300 76.0% 350 350 0 100.0% 100 300 -200 33.3% 400 500 -100 80.0% 100 100 0 100.0%

一部負担金 17,760 19,060 -1,300 93.2% 4,560 4,860 -300 93.8% 4,300 5,200 -900 82.7% 6,100 6,200 -100 98.4% 2,800 2,800 0 100.0%

介護報酬収入 500 500 0 100.0% 500 500 0 100.0% 0 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0 0 --

その他の診療収入 3,506 3,606 -100 97.2% 1,500 1,500 0 100.0% 700 700 0 100.0% 1,300 1,400 -100 92.9% 6 6 0 100.0%

188 218 -30 86.2% 71 71 0 100.0% 34 64 -30 53.1% 81 81 0 100.0% 2 2 0 100.0%

　使用料 3 3 0 100.0% 0 0 0 -- 3 3 0 100.0% 0 0 0 -- 0 0 0 --

　　施設使用料 3 3 0 100.0% 0 0 0 -- 3 3 0 100.0% 0 0 0 -- 0 0 0 --

　文書料 181 211 -30 85.8% 70 70 0 100.0% 30 60 -30 50.0% 80 80 0 100.0% 1 1 0 100.0%

　手数料 4 4 0 100.0% 1 1 0 100.0% 1 1 0 100.0% 1 1 0 100.0% 1 1 0 100.0%

4 4 0 100.0% 1 1 0 100.0% 1 1 0 100.0% 1 1 0 100.0% 1 1 0 100.0%

222,051 215,038 7,013 103.3% 68,875 63,095 5,780 109.2% 43,207 49,304 -6,097 87.6% 79,871 75,846 4,025 105.3% 30,098 26,793 3,305 112.3%

4 4 0 100.0% 1 1 0 100.0% 1 1 0 100.0% 1 1 0 100.0% 1 1 0 100.0%

5,731 5,702 29 100.5% 2,124 2,008 116 105.8% 1,216 1,343 -127 90.5% 2,154 2,125 29 101.4% 237 226 11 104.9%

356,294 360,482 -4,188 98.8% 106,882 103,686 3,196 103.1% 74,259 88,613 -14,354 83.8% 129,408 125,754 3,654 102.9% 45,745 42,429 3,316 107.8%

総額 （一般会計分） （一財分）

68,875 61,723 61,723 運営費 7,152 整備費 0 特別費用

43,207 40,685 40,360 運営費 2,522 整備費 0 特別費用 運営費 274 整備費 51

79,871 71,770 71,770 運営費 7,152 整備費 0 特別費用 949 人件費・運営費 機械

30,098 22,946 22,446 運営費 7,152 整備費 0 特別費用 人件費・運営費 機械 500

　　   　　　　　  　　　 222,051 197,124 196,299 23,978 0 949 0 500 274 51
国事→国直 一般→国事 過疎債、へき地

補助金除く

R６年度
（2024年度）

Ｒ５年度
（2023年度）

予 算 額 予 算 額 R６年度
（2024年度）

Ｒ５年度
（2023年度）

増減 対比 R６年度
（2024年度）

Ｒ５年度
（2023年度）

増減 対比 R６年度
（2024年度）

Ｒ５年度
（2023年度）

増減 対比 R６年度
（2024年度）

Ｒ５年度
（2023年度）

増減 対比

282,584 280,586 1,998 100.7% 82,561 78,299 4,262 105.4% 56,851 69,373 -12,522 81.9% 103,304 96,106 7,198 107.5% 39,868 36,808 3,060 108.3%

　施設管理費 281,711 279,345 2,366 100.8% 82,158 77,889 4,269 105.5% 56,507 68,672 -12,165 82.3% 103,258 96,056 7,202 107.5% 39,788 36,728 3,060 108.3%

　　一般管理費 281,617 279,251 2,366 100.8% 82,134 77,865 4,269 105.5% 56,484 68,649 -12,165 82.3% 103,234 96,032 7,202 107.5% 39,765 36,705 3,060 108.3%

　　　　人件費 97,873 121,541 -23,668 80.5% 30,648 30,084 564 101.9% 25,616 51,147 -25,531 50.1% 41,609 40,310 1,299 103.2% 0 0 0 --

　　　　運営費 183,744 157,710 26,034 116.5% 51,486 47,781 3,705 107.8% 30,868 17,502 13,366 176.4% 61,625 55,722 5,903 110.6% 39,765 36,705 3,060 108.3%

　　連合会負担金 94 94 0 100.0% 24 24 0 100.0% 23 23 0 100.0% 24 24 0 100.0% 23 23 0 100.0%

　研究研修費 873 1,241 -368 70.3% 403 410 -7 98.3% 344 701 -357 49.1% 46 50 -4 92.0% 80 80 0 100.0%

72,710 78,896 -6,186 92.2% 24,071 25,137 -1,066 95.8% 17,158 18,990 -1,832 90.4% 25,854 29,398 -3,544 87.9% 5,627 5,371 256 104.8%

　医療用器材器具費 7,346 7,655 -309 96.0% 671 1,137 -466 59.0% 2,888 2,901 -13 99.6% 3,018 2,998 20 100.7% 769 619 150 124.2%

　医療用消耗器材費 5,834 6,045 -211 96.5% 1,200 1,200 0 100.0% 410 489 -79 83.8% 1,716 1,980 -264 86.7% 2,508 2,376 132 105.6%

　医薬品衛生材料費 59,530 65,196 -5,666 91.3% 22,200 22,800 -600 97.4% 13,860 15,600 -1,740 88.8% 21,120 24,420 -3,300 86.5% 2,350 2,376 -26 98.9%

1,000 1,000 0 100.0% 250 250 0 100.0% 250 250 0 100.0% 250 250 0 100.0% 250 250 0 100.0%

356,294 360,482 -4,188 98.8% 106,882 103,686 3,196 103.1% 74,259 88,613 -14,354 83.8% 129,408 125,754 3,654 102.9% 45,745 42,429 3,316 107.8%

325

３款　寄附金

（内訳）北条診療所　 （内訳）高柳診療所

歯科診療所

５款　繰越金

６款　諸収入

歳　入　合　計

24,927

繰
入
金
の
内
訳

500

へき地におけるオンライン診療モデル事業補助金

野田診療所

北条診療所

特
財
の
内
訳

過疎対策債

（一般会計へ計上）

特別調整交付金

（国保事業勘定へ計上）

高柳診療所

繰入金

合計

（一般会計へ計上）

令和６年度（2024年度）　国保特別会計（直営診療施設勘定）　当初予算 　診療所別対比

　【歳　入】

４款　繰入金

科　　　　　目 増減 対比
（内訳）野田診療所　 （内訳）高柳歯科診療所

１款　診療収入

２款　使用料及び手数料

診療所区分

３款　予備費

歳　出　合　計

（内訳）高柳歯科診療所

１款　総務費

２款　医業費　

（内訳）北条診療所　 （内訳）高柳診療所　

　【歳　出】

科　　　　　目 増減 対比

（内訳）野田診療所　

0000009305
タイプライターテキスト
１４



 

議案第７号 

柏崎市国民健康保険 

第３期保健事業実施計画（データヘルス計画） 

第４期特定健康診査等実施計画（案）の策定について 

 

別冊：概要版のとおり（未定稿） 

：実施計画のとおり（未定稿） 
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